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第１章 中野区無電柱化推進計画の背景と目的

１ 計画策定の背景

国は、「災害の防止」、「安全かつ円滑な交通の確保」、「良好な景観の形成」等を図る

ため、平成28年12月に無電柱化の推進を目的として、「無電柱化の推進に関する法律（以
下、「無電柱化推進法」という。）を制定し、都道府県及び区市町村に対して、「無電柱

化推進計画」の策定を努力義務としました。

中野区においては、平成29年12月に、「中野区無電柱化推進方針」を策定し、無電柱
化に関する基本的な考え方を示すとともに、総合的・計画的な無電柱化を推進してい

くために、「中野区無電柱化推進計画」（以下、「推進計画」という。）を策定すること

としており、こうした背景を踏まえて、推進計画を策定することに至りました。

２ 推進計画の位置づけと関連計画

推進計画は、「無電柱化推進法 第8条第2項」に規定される「無電柱化推進計画」に
相当するものであり、国の「無電柱化推進計画」及び都の「無電柱化計画」を基本と

して、区政運営の指針である「中野区基本構想」及び「新しい中野をつくる10か年計
画（第3次）」を上位計画とするとともに、「中野区地域防災計画」、「中野区バリアフリ
ー基本構想」等を関連計画として、下図のとおりに位置づけます。

【中野区無電柱化推進計画の位置づけ】
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３ 推進計画の目的と意義

「中野区無電柱化推進方針」において、「まちの防災性の向上」、「安全な歩行空間の

確保」、「良好な都市景観の創出」等を無電柱化の目的とすると規定しており、推進計画

においても、区の魅力あふれる美しい街並みを取り戻し、安全・安心なくらしを確保す

るために、これらの目的に基づき、総合的・計画的に無電柱化を推進していきます。

（１）まちの防災性の向上

無電柱化により、災害時の電柱倒壊のリスクを排除し、避難活動空間を確保すると

ともに、緊急車両等の通行や消防活動の支障とならないようにします。また、電線類

の断線等の被災も軽減することができ、電気や電話などのライフラインの安定供給を

確保します。

（２）安全な歩行空間の確保

通行の支障となる電柱を排除し、道路の有効幅員を確保することにより、ベビーカ

ーや車椅子利用者等の移動の円滑化を図ります。

（３）良好な都市景観の創出

視線を遮る電柱や電線をなくし、青い空や美しい街並みなど都市景観の向上を図る

ことで、成熟したまちの魅力を発信します。

＜区道 14-910＞

〖整備前〗 〖整備後〗

無電柱化整備のイメージ図
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第２章 中野区の無電柱化の現状

１ 無電柱化の実績

区道の無電柱化は、区道総延長「約340ｋｍ」のうち、都市計画道路の整備やまちづ
くり事業と合わせて「約2.5ｋｍ」を実施しており、現在の無電柱化率は、約0.7％と
いう状況になっています。

【中野区内の無電柱化状況図】
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第３章 無電柱化の手法

１ 無電柱化手法の選定

区では、電線共同溝の整備等に関する特別措置法（以下、「電線共同溝法」という。）

に基づいて整備手法が定められており、現時点で最も一般的な手法である電線共同溝

方式を原則として、道路の構造及び交通の状況、沿道の土地利用の状況等、地域の実

情に応じて多様な手法を検討しながら無電柱化を推進していきます。

【無電柱化の手法】

（出典：国土交通省ホームページ）

（１）電線共同溝方式

電線共同溝方式は、電線共同溝法（平成7年3月施行）に基づいて、道路管理者が、
2企業以上の電力線、通信線をまとめて収容する特殊部や管路等を、路線指定された電
線共同溝整備道路の地下空間に敷設し、

無電柱化する方式です。

（出典：国土交通省ホームページ）

無電柱化方式 地中化による無電柱化 電線共同溝方式

自治体管路方式

単独地中化方式

要請者負担方式

電線共同溝方式以外

地中化以外の無電柱化 裏配線方式

軒下配線方式
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（２）自治体管路方式

自治体管路方式は、電線管理者等の同意を得ることが難しい路線においては、電線

共同溝整備道路に路線指定できないため、特に無電柱化が必要な道路に対して、当該

自治体が、電線管理者等の使用する管路設備を地下空間に敷設し、無電柱化する方式

です。

（３）単独地中化方式

単独地中化方式は、国の無電柱化計画の初期の頃に、特に無電柱化を促進する必要

性の高い都心部等において、各電線管理者が、自らの費用負担で地中化を行った無電

柱化方式です。

（４）要請者負担方式

要請者負担方式は、地方ブロック無電柱化協議会の整備路線に選定されない優先度

の低い路線において、地元等からの要請により、無電柱化する方式で、費用は、原則、

地元等の負担となります。

（５）裏配線方式

裏配線方式は、無電柱化したい主要な通りの裏通りに電柱・電線を設置し、主要な

通りの沿道建物への引込みは、裏通りから行う地中化によらない無電柱化方式の一

つです。

（６）軒下配線方式

軒下配線方式は、無電柱化したい主要な

通りの脇道に電柱を設置し、主要な通りの

沿道建物への引込みは、軒下又は軒先に配

置して無電柱化する方式で、裏配線方式と

同様に、地中化によらない無電柱化方式の

一つです。

（出典：国土交通省ホームページ）

（出典：国土交通省ホームページ）

（出典：国土交通省ホームページ）

（整備前） （整備後）
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第４章 無電柱化推進計画

１ 推進計画の期間

2019年度から2028年度までの10年間
※今後、関連計画の改訂や無電柱化技術開発の進展があった場合には、必要に応じ

て、部分的な見直しや更新を行っていきます。

２ 無電柱化整備対象路線

中野区無電柱化推進方針において、無電柱化整備対象路線は、原則として、区道と

していますが、推進計画では、中野区無電柱化推進方針で優先整備路線に関する選定

方針で位置づけた道路に加えて、無電柱化の目的である「まちの防災性の向上」、「安

全な歩行空間の確保」、「良好な都市景観の創出」に基づき、防災・バリアフリー・商

業、観光の振興に資する道路を無電柱化整備対象路線とします。

【無電柱化整備対象路線】

※⑤については、中野区無電柱化推進方針において、不燃化特区区域内の無電柱化

の整備状況等を踏まえて、道路改修工事の時期に合わせて整備を推進すると定め

ており、今後の技術の向上に合わせて、次期の無電柱化計画以降の対象道路とし

て検討します。

中野区無電柱化推進方針（優先整備路線に関する選定方針）

① 都市計画道路，まちづくり事業に伴う新設道路

② 緊急輸送道路，道路障害物除去路線（啓開道路）

③ 駅周辺及びバリアフリー重点整備地区内の道路

④ 不燃化特区区域内の避難経路等（まちづくり計画）

⑤ ①から④以外の生活道路

無電柱化の目的

Ⅰ まちの防災性の向上 都市計画道路，緊急輸送道路，不燃化特区区域内の避難経路等

Ⅱ 安全な歩行空間の確保 駅周辺及びバリアフリー重点整備地区内の道路，商店街等

Ⅲ 良好な都市景観の創出 中野区認定観光資源に面する路線等
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３ 無電柱化優先整備路線の指定

無電柱化優先整備路線は、無電柱化整備対象路線のうち現在事業中の路線と、下記

の既存計画に該当する路線を選定することとします。

Ａ 「中野区無電柱化推進方針」において、優先整備路線として定めている路線

Ｂ 「新しい中野をつくる10か年計画（第3次）」で計画している都市計画道路
Ｃ 「東京における都市計画道路の整備方針（第4次事業化計画）」において、優先整
備路線としている路線

Ｄ 「東京都無電柱化推進計画（第7期）」計上路線において、都や電線管理者と協議
済の路線

４ 無電柱化優先整備路線の選定フローチャート

YES NO

次期計画以降に着手する

今後に無電柱化整備すべき路線

※ 既存計画 A

※ 既存計画B

※ 既存計画C

※ 既存計画D
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５ 無電柱化優先整備路線の一覧

区は、推進計画の期間（2019年度～2028年度）に無電柱化を推進していく優先整備
路線を、下記のとおりに指定します。

【無電柱化優先整備路線】

※既存計画

Ａ 中野区無電柱化推進方針

Ｂ 新しい中野をつくる 10か年計画（第 3次）
Ｃ 東京都における都市計画道路の整備方針（第 4次事業化計画）
Ｄ 東京都無電柱化推進計画（第 7期）

№ 道路番号 道路延長 既存計画 備 考

① 41-480 220ｍ Ａ,Ｄ 2028年度までに着手
② 主幹12号(補助227) 1,635ｍ Ａ,Ｂ,Ｃ 事業中

③ 主幹10号(区画街路第4号線) 562ｍ Ａ,Ｂ,Ｃ,Ｄ 事業中

④ 主幹6号 590ｍ Ａ,Ｂ,Ｄ 2028年度までに着手

⑤
主幹4号(補助220)
※中野2-1～松ヶ丘1-34 2,000ｍ Ａ,Ｂ,Ｃ,Ｄ 事業中（一部）

⑥
主幹4号(補助220)
※本町4-37～本町4-30 400ｍ Ａ,Ｄ 2028年度までに着手

⑦ 補助221号 410ｍ Ａ,Ｂ,Ｃ,Ｄ 2028年度までに着手
⑧ 22-120 170ｍ Ａ,Ｂ,Ｄ 事業中（ＵＲ都市機構）

⑨ 22-130 40ｍ Ａ,Ｂ,Ｄ 事業中（ＵＲ都市機構）

⑩ 22-140 50ｍ Ａ,Ｂ,Ｄ 事業中（ＵＲ都市機構）

⑪ 22-490 130ｍ Ａ,Ｂ,Ｄ 事業中（ＵＲ都市機構）

⑫ 22-500 40ｍ Ａ,Ｂ,Ｄ 事業中（ＵＲ都市機構）

⑬ 22-480 40ｍ Ａ,Ｂ,Ｄ 事業中（ＵＲ都市機構）

⑭ 24-1060 271ｍ Ａ,Ｂ,Ｄ 事業中（再開発組合）

⑮ 24-30 104ｍ Ａ,Ｂ,Ｄ 事業中（再開発組合）

⑯ 26-240 410ｍ Ａ,Ｂ,Ｄ 2028年度までに着手
⑰ 主幹1号 460ｍ Ａ,Ｄ 2028年度までに着手
⑱ 14-880 328ｍ Ａ,Ｂ,Ｄ 2028年度までに着手
⑲ 14-1170 220ｍ Ａ,Ｂ,Ｄ 2028年度までに着手
⑳ 14-1180 160ｍ Ａ,Ｂ,Ｄ 2028年度までに着手
㉑ 14-910 150ｍ Ａ,Ｂ,Ｄ 2028年度までに着手
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【無電柱化優先整備路線図】
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６ 推進計画の目標

推進計画における無電柱化整備の対象とする路線は、無電柱化優先整備路線として、

2028年度までに着手した路線とし、整備目標は以下のとおりとします。

【着手の定義】

・新設・拡幅を伴う道路は事業認可年度

・現道内整備は電線共同溝路線指定年度

【整備目標】

（１）区道総延長 約340ｋｍ
（２）現状（2018年度）の無電柱化率
① 無電柱化済路線の延長 ： 約2.53ｋｍ（2,530ｍ）
② 無電柱化率 ： 約0.7％

（３）無電柱化優先整備路線の整備完了時の無電柱化率

① 無電柱化優先整備路線の延長 ： 約8.39ｋｍ（8,390ｍ）
② 無電柱化率 ： 約3.2％

７ 今後に無電柱化整備すべき路線

無電柱化整備対象路線で無電柱化優先整備路線以外の路線は、「今後に無電柱化整備

すべき路線」として位置づけます。

当該路線については、推進計画改定時に合わせて、無電柱化優先整備路線への移行

を検討します。

（１）商店街の無電柱化整備

商店街の無電柱化については、当該商店街からの整備要望により、区と協議のうえ、

事業化を検討します。

（２）まちづくり事業に伴う無電柱化整備

今後に無電柱化整備すべき路線においては、周辺のまちづくり事業の進捗等により、

無電柱化事業を行うことを検討します。

2018年度の無電柱化率 無電柱化優先整備路線の

整備完了時の無電柱化率

約0.7％ 約3.2％
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（３）今後に無電柱化整備すべき路線

区において、2029年度以降に無電柱化を推進していく「今後に無電柱化整備すべき
路線」は、下図のとおりに選定します。

【今後に無電柱化整備すべき路線図】



12

８ 無電柱化を推進するための施策

無電柱化を推進するため、区において、総合的かつ計画的に講ずべき施策として、

低コスト手法、既存ストックの活用等の整備手法、財源確保等について検討します。

（１）既存ストックの有効活用

電線管理者から、電線管理者が所有する既存設備の管路やマンホールなど既存スト

ックの譲渡を受けて、電線共同溝の一部として積極的に活用することにより、コスト

縮減と工期の短縮が期待できます。

（２）その他の整備手法の活用

街路灯などの柱上に電力変圧器を共架する「ソフト地中化方式」、また、地中化方式

が不可能な場合には、「裏配線方式」、「軒下配線方式」などの整備手法についても検討

します。

（３）公有地・民地等の活用

無電柱化を実施する場合には、一般的に、地上機器が歩道上に設置されることにな

り、幅員2.5ｍ以上の歩道が必要になりますが、歩道のない道路が多いため、学校、公
園などの公共施設の敷地や、歩道状空地、公開空地等の民地の活用について、検討し

ます。

（４）補助制度の財源活用

国の「社会資本整備総合交付金」や、都の「区市町村無電柱化事業に対する補助制

度」を活用するとともに、都の「無電柱化チャレンジ支援事業制度」などの補助制度

を有効的に活用し、無電柱化を推進していきます。

（５）まちづくり事業等に伴う新設道路の無電柱化

今後、区が新設する区道や開発事業地区内などまちづくり事業等に伴い新設する区

道については、原則として、無電柱化を実施します。

【電力の既存設備】 【電線共同溝整備】

※既存ストック活用イメージ：電力設備を活用した事例
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第５章 無電柱化推進のために必要な事項

１ 関係者間の連携強化

（１）推進体制の連携強化

無電柱化を積極的に推進していくためには、道路管理者、電線管理者、地方公共団

体及び地元関係者からなる「関東地区無電柱化協議会」や「東京都無電柱化地方協議

会」を活用し、無電柱化対象区間、整備手法等の無電柱化推進に係る調整を行うとと

もに、区内部の強化連携を図っていきます。

（２）他事業との連携

大幅なコスト縮減と工期の短縮が図れることから、都市計画事業やまちづくり事業、

道路事業など他事業との連携を図り、関連計画に無電柱化を位置づけ、総合的、計画

的に実施するように努めます。

（３）開発事業者との連携

都市開発諸制度を活用した開発事業により整備される新設道路や拡幅される既存道

路においては、無電柱化が同時に実施されるように調整していくとともに、開発事業

区域外の延長道路や周辺道路においても、無電柱化を推進していきます。

関東地区無電柱化協議会
・関東地区における推進計画

等の策定（無電柱化実施箇

所の選定，集計等）

東京都無電柱化地方協議会
・都単位での具体個所の調整，

集計

企業者調整会議
・具体の個所の事業実施の

調整

【都道府県地方部会】【地方ブロック】 【路線単位】

【住 民】
・無電柱化に理解と関心

を深める

・無電柱化に協力する

【関係事業者】
・道路上の電柱設置抑制

及び撤去に努める

・無電柱化の新技術開発

に努める

【中野区】
・無電柱施策及び事業の

推進に努める

・無電柱化に関する広報

啓発活動に努める

連携・協働
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２ 今後検討の必要な事項

（１）国及び都への要望

無電柱化事業の効率化を図るために、電線共同溝法に定められた煩雑な事務手続き

について、国及び都に対して、簡素化を要望するなどにより、効率的な事務処理等を

検討します。

また、国及び都に対して、補助率の引き上げや対象の拡大など、補助制度の拡充を

要望していくとともに、国及び都が開催する講習会や研修会などに積極的に参加する

ほか、技術開発等の推進及びその成果の普及についても要望します。

（２）推進計画の見直し

推進計画を着実に推進していくためには、無電柱化の進捗状況を適切に管理、把握

するとともに、他事業や新たな手法の実用化の動向を踏まえて、推進計画の見直しを

適宜図っていきます。

（３）無電柱化技術開発情報の共有

管路を浅く埋めることによる土工の減少、新たな管路材料の採用による材料費の削

減・施工性の向上、特殊部の小型化による支障移設の回避など、設備のコンパクト化、

コスト縮減、工期短縮等につながる整備手法について、国及び都において、電線管理

者等と連携して技術検討会が進められており、これらの情報を積極的に収集するとと

もに、区庁内においても情報を共有し、実用化された際には、迅速に対応し、確立し

た低コスト手法の普及を図ります。

【コスト縮減に向けた検討】

（出典：東京都ホームページ）（出典：国土交通省ホームページ）
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